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規約の変更及び役員の選任に関するお知らせ 

 

阪急阪神リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の役員会におきまして、下記の

規約の変更及び役員の選任について、2020 年 8 月 25 日に開催される本投資法人の第 11 回投資主総会（以

下「本投資主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 規約変更の理由及び内容について 

（１）資産運用会社に対する報酬のうち、資産規模に連動した運用報酬 1 について料率を引き下げる

一方で、投資主利益との連動性をより高めると共に、投資口の希薄化抑止を意識した報酬体系を

導入することを目的として、運用報酬 2 について、分配可能額に連動する報酬体系から、1 口当

たり分配可能額及び NOI（営業期間における賃貸事業収入から賃貸事業費用（減価償却費を除

く。）を控除した金額）に連動する報酬体系とし、かつ、運用報酬 2 の料率を変更するものです。

また、投資主利益の実現の観点から、本投資法人の長期的なポートフォリオの質の向上に資する

取組みの強化を図るため、譲渡報酬を設定し、これに伴い、運用報酬 3 の名称を取得報酬へ変更

するものです。更に、本投資法人が合併を行った場合における合併報酬を新たに導入するもので

す（現行規約別紙関係）。 

（２）上記の規約変更について、取得報酬、譲渡報酬及び合併報酬に係る本規約の変更については 2020
年 9 月 1 日を、運用報酬 1 及び 2 に係る本規約の変更については 2020 年 12 月 1 日をそれぞれ

効力発生日として効力を生ずることとするため、附則において、その旨を規定するものです（変

更案附則関係）。 

 

  （規約変更の詳細につきましては、添付「第 11回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 

 



2 
 

２. 役員の選任について 

  執行役員白木義章、監督役員宇多民夫及び鈴木基史は、本投資主総会の終結の時をもって任期満了とな

りますので、執行役員 1 名（候補者：白木義章）及び監督役員 2 名（候補者：鈴木基史、塩路広海）の選

任に関する議案を、本投資主総会に提出いたします。 

また、執行役員、監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員 1 名（候補

者：庄司敏典）及び補欠監督役員 1 名（候補者：岡野秀章）の選任に関する議案を、本投資主総会に提出

いたします。 

 

  （役員選任に関する詳細につきましては、添付「第 11 回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 

 

３．日程 

2020年 7月 16日 役員会にて本投資主総会提出議案を決議 

2020年 8 月 4 日 本投資主総会招集通知発送（予定） 

2020年 8月 25日  本投資主総会開催、規約変更及び役員選任議案を付議（予定） 
 
 

以 上 

 

＊ 本投資法人のウェブサイト https://www.hankyuhanshinreit.co.jp/ 

 

＜添付資料＞ 

・参考資料  第 11 回投資主総会招集ご通知 
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